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天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について

労働安全衛生法施行令 (昭和47年政令第318号)及び石綿障害予防規則 (平成17年厚生労働省令第2

1号)の一部が改正され､平成18年9月1日から､これら法令に基づく規制の対象となる物の石綿の含

有率 (重量比)が1%から0.1別こ改められることとされたところである｡

建材中の石綿等をその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて行う分析については､平成18

年8月21日付け基発第0821002号 ｢建材中の石綿含有率の分析方法について｣において､0.1%までの

精度を有する分析方法としてJISA1481｢建材製品中のアスベスト含有率測定方法｣(以下 ｢JIS法｣

という｡)等があるとされているところである｡

しかしながら､JIS法では､石綿を ｢不純物として含有するおそれのある天然鉱物及びそれを原

料としてできた製品については､適用しない｣とされていることから､石綿を不純物として含有す

るおそれのある天然鉱物を粉砕し､原料として使用する場合における石綿含有率の分析をJIS法によ

り行うことは適当でない｡

このことから､天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について､厚生労働省の委託事業により(社)

日本作業環境測定協会において検討を行った結果､今般､別添のとおりその分析方法が取りまとめ

られたところである｡

ついては､本分析方法について､局管内の作業環境測定機関等の分析機関並びに石綿を不純物と

して含有するおそれのある天然鉱物を取 り扱う事業者及び関係事業者団体に対 し周知を図られた

い｡

なお､関係事業者団体等に対して､別紙のとおり周知したので了知されたい｡



別添

天然鉱物中の石綿含有率の分析方法

第 1 適用範囲

工業的に利用されている天然鉱物の中には､石綿を不純物として含有するおそれのある

ものがあるが､JISA1481｢建材製品中のアスベスト含有率測定方法｣では､石綿を不純

物として含有するおそれのある天然鉱物等は適用範囲から除かれている｡

本分析方法は､これらの天然鉱物のうち粉状のタルク､セピオライ ト､バーミキュライ

ト (焼成品を含むO)及び天然ブルーサイ ト (軽焼マグネシウム及び重焼マグネシウムを含

む｡)について､石綿をその重量の 0.1%を超えて含有しているか否かの判定を行う場合に

おいて適用するものである｡

なお､これら天然鉱物に含有するおそれのある石綿の種類としては､ トレモライ ト及び

クリソタイルがある｡

第2 試料の採取 一

試料の採取に当たっては､本分析方法が適用される天然鉱物が粉状で輸入される場合は

その単位ごとに､また､塊状で輸入され､国内で塊状を粉砕して使用する場合はその塊状

を粉砕する単位ごとに､同一ロットから1サンプル当たり10g程度で､3サンプル以上採

取する｡

採取した試料はそれぞれ目開き75〃m以下の幕下に調製し､各試料ごとに分析する｡

第3 天然鉱物中の石綿含有率の分析方法

1 タルク中の石綿含有率の分析方法

本法は､タルク中の石綿をⅩ線回折法を利用してその含有率を判定するものである｡

本法の対象とする石綿は､ トレモライ ト及びクリソタイルである｡普及型Ⅹ線回折分析

による検出限界は､概ねトレモライ ト0.5重量%､クリソタイル 0.8重量%である｡検

出限界は､装置や試料の状態 (マ トリックス物質のⅩ線吸収係数の大小､均質性､粒径､

粒子配向等)､分析技術等によって異なるが､これ以下のレベルでは再現性が乏しい｡方

法は､まず検出限界付近の標準試料を用いて標準試料中の トレモライ トとクリソタイル

の回折線を確実に検出できるように装置の較正を行い､かつ測定条件を選定する｡次に､

被検試料の当該回折線強度を標準試料と同一測定条件で求め､被検試料の示す回折線の

強度を標準試料の石綿の回折線の強度と比較して､それ以下であることを確認する｡

(1)Ⅹ線回折装置

普及型Ⅹ線回折装置を使用するが､以下の点に留意する必要がある｡

タルク中の石綿の検出については､微量の石綿を対象とすることから､Ⅹ線回折装



置の選択と機器の精密な調整が重要である｡

Ⅹ線回折装置の選択には､指定された測定条件又はそれ以上の条件が選べるもので

安定したⅩ線強度が保持でき､標準試料中の石綿の回折線を十分に明瞭など-クとし

て記録できるものを選ぶことが必要である｡機器の調整､特にゴニオメーターの調整

が不十分な場合は､回折線の誤認や回折線強度の減少が生じ､正確な判定が困難とな

るOその影響は回折角が低角度ほど大きいので､本試験で回折角 (20)10.40の トレ

モライ トや 12.10のクリソタイルの回折線の強度測定には十分な注意が必要である｡

(2)石綿含有タルク標準試料

トレモライ ト25.0mgをタルク4.975gによく混和させた粉末試料をトレモライ ト含

有タルク標準試料とするOクリソタイル 40.0mgをタルク4.960gによく混和させた粉

末試料をクリソタイル含有標準試料とする｡

(3)分析操作

ア Ⅹ線回折装置の測定条件

測定範囲 (20):トレモライ ト10.0-ll.00

クリソタイル 11.0-13.00又は23.0-26.00

管電圧及び電流 .I40kV､30mA又はそれ以上で測定するO

対陰極 :Cu
単色化 :グラファイ トモノクロメーター又はNiフィルター

検出器 :シンチレーションカウンター､プロポーショナルカウンター､ガイガー

カウンター､半導体検出器等

スリット系 :受光スリット0.3mm又は0.2mm

発散スリット 10

散乱スリット lo

ゴニオメーター走査速度 :毎分 1/80又はそれ以下

時定数 :最適時定数を用いる｡

チャー トのフルスケール :回折線の強度測定はバックグラン ドを差し引いた正味

のピーク面積を求める｡記録チャー トには回折線がピ

ークとして確認できるような適切なフルスケールを選

ぶこと｡

イ 測定法

Ⅹ線回折装置の測定条件を適切なものに設定する｡ トレモライ ト標準試料とクリ

ソタイル標準試料をそれぞれ試料保持板に固く詰め､X線回折装置のゴニオメータ

ーに装着するO トレモライ ト含有タルク標準試料を回折角 (20)10.0-ll.00(回

折ピーク位置 10.40付近)､クリソタイル含有タルク標準試料を回折角 (28)ll.0

-13.00(回折ピーク位置 12.10付近)又は23.0-26.00(回折ピーク位置 24.30付近)

の範囲で測定し､回折線強度 (面積)を記録する｡
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これらの標準試料を試料保持板に詰め直して､3回繰返し測定して､再現性のあ

る回折線の強度 (面積)が明らかに認められることを確認 したうえで､それらの平

均強度 (面積)を記録する｡

次に､被検試料の測定を同様に行 う｡試料を詰め直して 3回繰り返し測定するO

このとき､トレモライ トは､10.40の回折線､クリソタイルは 12.10又は24.30の回折

線が認められるか否かを確認する｡回折線が認められた場合は 3回の平均強度 (面

積)が各々標準試料の当該回折線強度 (面積)以下か否かを確認する｡

ウ 判定方法

上記イの測定の結果､回折線が認められない場合又は標準試料の当該回折線強度

以下である場合は0.1重量%を超えていないと判定される｡

(4)分析上の留意点

タルクに共存しやすい鉱物として､緑泥石 (クロライ ト)､方解石 (カルサイ ト)､

苦灰岩 (ドロマイ ト)､マグネサイ ト､石英 (クオーツ)等がある｡石綿含有の判定に

は､まず試料タルクの定性分析を行い､石綿以外の共存物質の回折線が重なっていな

いか十分に調べておくことが重要である｡トレモライ トの 10.40の回折線には上記の鉱

物の回折線は重ならないが､クリソタイルの 12.10と24.30の回折線の付近には緑泥石

の回折線が出現 (各々12.50と 25.00付近に出現)することがあることから､これらの

回折線の重なりを十分注意する必要がある｡

Ⅹ線回折分析によりトレモライ トを検出した場合､それが石綿かどうか決定するに

は､さらに分析電子顕微鏡を用いて粒子形状や化学組成を確認することが必要である｡

しかし､現在､分析電子顕微鏡が普及していないことや分析電子顕微鏡による定量計

数法が確立していないことなどから､本法ではⅩ線回折分析によりトレモライ トに相

当する回折線の検出をもって石綿としている｡

2 セピオライ ト中の石綿含有率の分析方法

本法は､セピオライ ト中の石綿含有率をⅩ線回折法により判定するものである｡本法

の対象とする石綿は､ トレモライ トである｡本法は､まず標準試料を用いて標準試料中

の トレモライ トの回折線を確実に検出できるように装置の較正を行い､かつ測定条件を

選定する｡次に､被検試料の当該回折線強度を標準試料と同一測定条件で求め､被検試

料の示す回折線の強度を標準試料のアスベス トの回折線の強度と比較して､それ以下で

あることを確認する｡

(1)Ⅹ線回折分析装置

普及型Ⅹ線回折装置を使用するが､以下の点に留意する必要がある｡

セピオライ ト中の トレモライ トの検出については､微量の トレモライ トを対象とす

ることから､Ⅹ線回折装置の選択と機器の精密な調整が重要である｡

Ⅹ線回折装置の選択には､指定された測定条件文はそれ以上の条件が選べるもので
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安定したⅩ線強度が保持でき､標準試料中の トレモライ トの回折線を十分に明瞭など

-クとして記録できるものを選ぶことが必要である｡機器の調整､特にゴニオメータ

ーの調整が不十分な場合は､回折線の誤認や回折線強度の減少が生じ､正確な判定が

困難となる｡その影響は回折角が低角度ほど大きいので､本試験で回折角 (20)10.40

の トレモライ トの回折線の強度測定には十分な注意が必要である｡

(2) トレモライ ト含有セピオライ ト標準試料

トレモライ ト100.0mgをセピオライ ト4.900gによく混和させた粉末試料をトレモ

ライ ト含有セピオライ ト標準試料とする｡

(3)分析操作

ア Ⅹ線回折装置の測定条件

測定範囲 (28):トレモライ ト10.0-ll.00

管電圧及び電流 :40kV､30mA又はそれ以上で測定する｡

対陰極 :Cu

単色化 :グラファイ トモノクロメーター又はNiフィルター

検出器 :シンチレーションカウンター､プロポーショナルカウンター､ガイガー

カウンター､半導体検出器等

スリット系 :受光スリット0.3mm又は0.2mm

発散スリット lo

散乱スリット lo

ゴニオメーター走査速度 :毎分 1/80又はそれ以下

時定数 :最適時定数を用いる｡

チャー トのフルスケール :回折線の強度測定はバックグラン ドを差し引いた正味

のピーク面積を求める｡記録チャー トには回折線がピ

ークとして確認できるような適切なフルスケールを選

ぶこと｡

イ 測定法

Ⅹ線回折装置の測定条件を適切なものに設定する｡ トレモライ ト含有セピオライ

ト標準試料を試料保持板に固く詰め､Ⅹ 線回折装置のゴニオメーターに装着する｡

この標準試料を回折角 (2♂)10.0-ll.00(回折ピーク位置 10.40付近)の範囲で

測定し､回折線強度 (面積)を記録する｡

この標準試料を試料保持板に詰めたものは､詰め直すと試料の配向効果などで強

度の変化が起きるので､別々の試料保持板に詰めたもの 3個を用意し､それらを測

定して､再現性のある回折線の強度 (面積)が明らかに認められることを確認 した

うえで､それらの平均強度 (面積)を記録する｡

次に､被検試料の測定を同様に行 う｡この際､別々の試料保持板に詰めた測定試

料 3個 を用意する､又は被検粉末試料から3回試料を採取し､試料保持板に詰め直
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すことにより､3回測定する｡このとき､トレモライ トの 10.40の回折線が認められ

るか否かを確認し､回折線が認められた場合は 3回の平均強度 (面積)が標準試料

の当該回折線強度 (面積)以下か否かを確認する｡

ウ 判定方法

上記イの測定の結果､回折線が認められない場合あるいは標準試料の当該回折線

強度以下である場合は0.1重量%を超えていないと判定される｡

(4)分析上の留意点

セピオライ トに共存しやすい鉱物として､方解石 (カルサイ ト)､苦灰岩 (ドロマイ

ト)､マグネサイ ト､石英 (クオーツ)等がある｡ トレモライ ト含有の判定には､まず

試料の定性分析を行い､ トレモライ ト以外の共存物質の回折線が重なっていないか十

分に調べておくことが重要である｡一般に､トレモライ トの 10.40の回折線には上記の

鉱物の回折線は重ならないが､定性分析は重要である｡

Ⅹ線回折分析によりトレモライ トを検出した場合､それが石綿かどうか決定するに

は､さらに分析電子顕微鏡を用いて粒子形状や化学組成を確認することが必要である｡

しかし､現在､分析電子顕微鏡が普及していないことや分析電子顕微鏡による定量計

数法が確立していないことなどから､本法では次のようにして トレモライ ト石綿を判

定している｡

セピオライ ト中の トレモライ トの粒子形状を調べて､繊維状と非繊維状の粒子割合

とそのサイズから繊維状粒子の重量%を求めた研究論文がある｡それによると､ トレ

モライ ト粒子の中で繊維状を呈しているのは全 トレモライ ト粒子の約 8重量%である

としている｡本法では､検出された トレモライ トの約 8重量%が繊維状 トレモライ ト

であるということと､低濃度領域の誤差の大きさを考慮して､セピオライ ト中に 2重

量%相当の トレモライ トを含有する標準試料の トレモライ ト回折線強度より被検試料

のトレモライ ト回折線強度が低い場合､被検試料中の トレモライ ト石綿は 0.1重量%

を超えていないと判定するものである｡

3 バーミキュライ ト中の石綿含有率の分析方法

本法は､Ⅹ線回折法を利用してバーミキュライ ト中の石綿の含有率を判定するもので

ある｡バーミキュライ トは､その産地によりトレモライ トやクリソタイルの石綿を含有

することがある｡バーミキュライ トの約 12.40の回折線がクリソタイルの 12.10の回折線

と重なり合 う｡また､バーミキュライ トはその構造層間に水和したマグネシウム層をも

つが､一般にバーミキュライ トとされる鉱産物の多くは､構造眉間にカリウムを比較的

多く持ついわゆるハイ ドロバイオタイ トを含むことが多い｡そのハイ ドロバイオタイ ト

の約 10.50の回折線が トレモライ トの 10 4̀0の回折線と重なり合うことがある｡また､酸

処理法や低温灰化法などの方法では､バーミキュライ トやハイ ドロバイオタイ トは分解 .

しにくく､濃縮 ･定量は容易でない｡こうした理由から､原鉱を単に粉末Ⅹ線回折測定

した場合は､石綿の含有を誤認したり､あるいは過剰量に評価したりしやすい｡
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そのため､本法は簡易な試料前処理を施した試料についてⅩ線回折分析を行い､その

結果から石綿含有を判定するものである｡普及型 Ⅹ線回折分析による検出限界は､概ね

トレモライ ト0.5重量%､クリソタイル 0.8重量%である｡検出限界は､装置や試料の

状態 (マ トリックス物質のⅩ線吸収係数の大小､均質性､粒径､粒子配向等)､分析技術

等によって異なるが､これ以下のレベルでは再現性が乏しい｡方法は､まず検出限界付

近の石綿を含有する標準試料に所定の前処理を施し､その前処理を施 した標準試料中の

トレモライ トとクリソタイルの回折線を確実に検出できるように装置の較正を行い､か

つ最適な測定条件を選定する｡次に､被検試料にも同じ前処理を施 し､その試料の当該

回折線強度を標準試料と同一測定条件で求め､被検試料の示す回折線の強度を標準試料

の石綿の回折線の強度と比較して､それ以下であることを確認する｡

(1)Ⅹ線回折分析装置

バーミキュライ ト中の石綿の検出については､微量の石綿を対象とすることから､Ⅹ

線回折装置の選択と機器の精密な調整が重要である｡

Ⅹ 線回折装置の選択には､指定された測定条件かそれ以上の条件が選べるもので安定

したⅩ線強度が保持でき､標準試料中の石綿の回折線を十分に明瞭など-クとして記録

できるものを選ぶことが必要である｡機器の調整､特にゴニオメーターの調整が不十分

な場合は､回折線の誤認や回折線強度の減少が生じ､正確な判定が困難となる｡その影

響は回折角が低角度ほど大きいので､本試験で 10.40の トレモライ トや 12.10のクリソタ

イルの回折線の強度測定には十分な注意が必要である｡
t

(2)石綿含有バーミキュライ ト標準試料

トレモライ ト25.0mgをバーミキュライ ト4.975gによく混和させた粉末試料をトレモ

ライ ト含有バーミキュライ ト標準試料とする｡クリソタイル 40.0mgをバーミキュライ

ト4.960gによく混和させた粉末試料をクリソタイル含有バーミキュライ ト標準試料と

する｡

(3)分析操作

ア 試料の前処理

以下の①カリウム溶液処理又は②加熱処理のいずれかの処理を施す｡

(ヨ カリウム溶液処理

トレモライ ト含有バーミキュライ ト標準試料とクリソタイル含有バーミキュライ

ト標準試料各々1.0gを1モルの塩化カリウム水溶液100mL中によく分散させ､70℃
から80℃の温度で1時間以上放置して層間イオンを十分にカリウムイオンに置換す

る｡処理物は､遠心分離機で遠沈させ､上済みを棄却する｡その沈殿物に蒸留水を

加えて撹拝し､再度遠沈させる｡この操作を 3回繰り返し沈殿物を良く洗浄する｡

洗浄後の沈殿物を､100℃の乾燥機中又はシリカゲルデシケーター中で十分に乾燥さ

せる｡
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被検試料も上記と同様なカリウム溶液による前処理を施す｡

② 加熱処理

トレモライ ト含有バーミキュライ ト標準試料とクリソタイル含有バーミキュライ

ト標準試料各々1.0gを､加熱炉中にて 350±10℃で1時間以上加熱処理する｡加熱

処理物はデシケーター中にて放冷 し､室温になったら直ぐにⅩ線回折測定に供する｡

被検試料も上記と同様な加熱処理を施す｡

イ Ⅹ線回折装置の測定条件

測定範囲 (28):トレモライ ト10.0-ll.00

クリソタイル 11.0-13.00又は23.0-26.00

管電圧及び電流 :40kV､30mA又はそれ以上で測定する｡

対陰極 :Cu

単色化 :グラファイ トモノクロメーター又はNiフィルター

検出器 :シンチレーションカウンター､プロポーショナルカウンター､ガイガーカ

ウンター､半導体検出器等

スリット系 :受光スリット0.3mm又は0.2mm

発散スリット lo

散乱スリット lo

ゴニオメーター走査速度 :毎分 1/80又はそれ以下

時定数 :最適時定数を用いる｡

チャー トのフルスケール :回折線の強度測定はバックグラン ドを差し引いた正味の

ピーク面積を求める｡記録チャー トには回折線がピーク

として確認できるような適切なフルスケールを選ぶこと｡

り 測定法

Ⅹ線回折装置の測定条件を適切なものに設定する｡前処理を施 した トレモライ ト含

有バーミキュライ ト標準試料とクリソタイル含有バーミキュライ ト標準試料をそれぞ

れ試料保持板に固く詰め､Ⅹ 線回折装置のゴニオメーターに装着する｡ トレモライ ト

含有バーミキュライ ト標準試料を回折角 (28)10.0-ll.00(回折ピーク位置 10.40

付近)､クリソタイル含有バーミキュライ ト標準試料を回折角 (28)ll.0-13.00(回

折ピーク位置 12.10付近)又は 23.0-26.00(回折ピーク位置 24.30付近)の範囲を測

定する｡それらの回折線強度 (面積)を記録する｡

これらの標準試料を試料保持板に詰め直して､3回繰返し測定して､再現性のある

回折線の強度 (面積)が明らかに認められることを確認 したうえで､それらの平均強

度 (面積)を記録する｡

次に､カリウム溶液処理又は 350℃加熱処理を施 した被検試料の測定を同様に行 う｡

試料を詰め直して 3回繰り返し測定する｡このとき､トレモライ トは､10.4 0の回折線､

クリソタイルは 12.10又は24.30の回折線が認められるか否かを確認する｡回折線が認

められた場合は 3回の平均強度 (面積)が各々標準試料の当該回折線強度 (面積)以

下か否かを確認する｡
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エ 判定方法

上記クの測定の結果､回線線が認められない場合あるいは標準試料の当該回折線強

度以下である場合は0.1重量%を超えていないと判定される｡

(4)分析上の留意点

バーミキュライ トに共存しやすい鉱物として､緑泥石 (クロライ ト)､金雲母 (バイ

オタイ ト)､方解石 (カルサイ ト)､苦灰岩 (ドロマイ ト)､マグネサイ ト､石英 (クオ

ーツ)等がある｡石綿含有の判定には､まず被検試料 (バーミキュライ ト)の定性分

析を行い､石綿以外の共存物質の存在を十分に調べておくことが重要である｡その上

で､カリウム処理あるいは加熱処理を施した試料のバーミキュライ トの回折線が トレ

モライ トの 10.40の回折線とクリソタイルの 12.10と24.30の回折線に重ならないか十

分に検討する｡緑泥石が含有されている場合は､その回折線が 12.50と25.00付近に出

現することから､クリソタイルの回折線との重なりを十分注意する必要があるO

X 線回折分析によりトレモライ トを検出した場合､それが石綿かどうか決定するに

は､さらに分析電子顕微鏡を用いて粒子形状や化学組成を確認することが必要である｡

しかし､現在､分析電子顕微鏡が普及していないことや分析電子顕微鏡による定量計

数法が確立していないことなどから､本法ではⅩ線回折分析によりトレモライ トに相

当する回折線の検出をもって石綿としている｡

4.天然ブルーサイ ト中の石綿含有率の分析方法

天然ブルーサイ ト中には､クリソタイルが含まれていることが指摘されており､その

含有の有無を判断するための方法が求められている｡

天然ブルーサイ トは､不純分として緑泥石 (クロライ ト)､マグネサイ ト､ ドロマイ

ト､蛇紋石 (サーペンティン)等を含有するため､Ⅹ線回折法での含有率の定量は困難

である｡また､微分熱重量分析法 (DTG法)おいてもクリソタイルと減量温度が近接す

る共存鉱物 (リザルダイ ト､クロライ ト､マグネサイ ト､ ドロマイ ト等)の影響により

クリソタイルの定量を困難にしている｡そこで､ブルーサイ トに関しては､酸処理を行

うことでブルーサイ トを溶解し､溶解残さ中に不純物として存在するクリソタイルをⅩ

線回折法及び微分熱重量法 (DTG法)を用い､その存在の有無を確認することで､天然

ブルーサイ ト中のクリソタイル含有の有無の判断をする｡

(1)分析用試料の作製方法

Ⅹ線回折法及びDTG法に用いるための試料は次の様な手順で作製する｡

ア ブルーサイ トを乳鉢等を用いて粉砕する｡

イ 粉末化したブルーサイ ト試料約5gを20%クエン酸200mLの入っているビーカー

に加え､約 1時間摸拝してブルーサイ ト試料を溶解させる｡

ウ 溶解終了後､メンブランフィルター (ポアサイズ 1FLm)にて溶解残さを回収する｡

その後､溶解残さ試料を 105℃で2時間乾燥後､溶解残さ分析用試料とする｡
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(2)分析方法

ア X線回折装置の測定条件を適切な条件に設定する｡溶解残 さ分析用試料を試料保

持板に詰め､X 線回折装置のゴニオメーターに装着 した後､定性分析を行い､クリ

ソタイルの存在を示す回折角 (2♂)12.10又は24.30の回折線の有無を確認する｡

イ 次に､熱分析装置の測定条件を適切な条件に設定する｡溶解残さ分析用試料約 20

mgを微分熱重量分析装置を用いて定性分析を行い､DTG 曲線にクリソタイルの存

在を示すピークの有無を確認する｡

ウ Ⅹ線回折装置と微分熱重量分析装置の測定条件

① Ⅹ線回折装置による測定条件の例

測定範囲 (28):クリソタイル 11.0-13.00又は23.0-26.00

管電圧及び電流 :40kV､30mA又はそれ以上で測定する｡

対陰極 :Cu

単色化 :グラファイ トモノクロメーター又はNiフィルター

検出器 :シンチレーションカウンター､プロポーショナルカウンター､ガイガ

ーカウンター､半導体検出器等

スリット系 :受光スリット0.3mm又は0.2mm

発散スリット lo

散乱スリット lo

ゴニオメーター走査速度 :毎分 1/80又はそれ以下

時定数 :最適時定数を用いる｡

② 微分熱重量分析装置の測定条件

試料量 :約 20mg

温度 :室温～1000℃

昇温 :20℃/min

試料周 りの雰囲気 :静止空気

基準物質 :α･A1203を20mg

測定項目:DTG (微分熱重量)

(3)判定方法

ア X線回折法による定性分析の結果､クリソタイルのピークが確認できなく､かつ､

DTG法においてもクリソタイルのピークが確認できない場合は､ブルーサイ ト試料

中には0.1重量%を超えて石綿を含有していないと判定される｡

イ X線回折法及びDTG法のいずれかの方法並びに両方法においてにクリソタイルの

存在を示すピークが認められた場合､0.1重量%を超えて石綿を含有していると判定

される｡
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(別紙)

基安化発第0828002号

平成 18年 8月 28日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部化学物質対策課長

中央労働災害防止協会会長

(社)日本石綿協会会長

(社)日本作業環境測定協会会長

(社)日本化学工業協会会長

日本無機薬品協会会長

バーミキュライ ト工業会会長

全国タルク協議会会長

日本化粧品工業連合会会長

殿

天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について

石綿による健康障害の防止対策の推進につきましては､平素より御理解､御協力を賜 り

厚く御礼申し上げます｡

さて､労働安全衛生法施行令 (昭和47年政令第318号)及び石綿障害予防規則 (平成17

年厚生労働省令第21号)の一部が改正され､平成18年 9月 1日から､これら法令に基づく

規制の対象となる物の石綿の含有率 (重量比)が 1%から0.1%に改められることとされ

たところです｡

建材中の石綿等をその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて行 う分析について

は､平成18年 8月21目付け基発第0821002号 ｢建材中の石綿含有率の分析方法について｣

において､0.1%までの精度を有する分析方法としてJISA1481｢建材製品中のアスベス

ト含有率測定方法｣ (以下 ｢JIS法｣という｡)等があるとされているところです｡

しかしながら､JIS法では､石綿を ｢不純物として含有するおそれのある天然鉱物及び

それを原料としてできた製品については､適用 しない｣とされていることから､石綿を不

純物として含有するおそれのある天然鉱物を粉砕 し､原料として使用する場合における石

綿含有率の分析をJIS法により行 うことは適当ではありません｡

このことから､天然鉱物中の石綿含有率の分析方法について､厚生労働省の委託事業に

より(社)日本作業環境測定協会において検討を行った結果､今般､別添のとお りその分析

方法が取 りまとめられたところです｡

つきましては､本分析方法について､傘下会員に対する周知につき格別の御配慮を賜 り

ますようお願い申し上げます｡


